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中学校の制服に関連するお知らせ 

 甚暑の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

また日頃は、本校の教育活動にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和５年４月より、従来の詰襟・セーラー服に加えて、ブレザータイプの制服が

選択できるようになります。そこで、制服（詰襟・セーラー服・ブレザー）と制服の下に

着用するシャツ等につきまして、以下の通りお知らせいたします。 

 

１ 制服の下に着るシャツについて 

（１）ブレザーの場合 

  ・カッターシャツ（ → 白単色、半袖または長袖、ボタンダウンでもよい ） 

  ・ポロシャツ  （ → 無地で白・黒・紺の単色、ワンポイントがあってもよい ） 

        ※注 無地のポロシャツとは、襟・袖のあるもで、ライン等の入っていないもの 

      を指します。 

（２）詰襟・セーラー服の場合 

  ・「（１）ブレザー」と同じもの 

  ・体操服 

  ・無地で華美でない肌着（ → ワンポイントがあってもよい ） 

 

２ ボトムスについて 

（１）ブレザーの場合 

  ・中学校指定のブレザーと対のスラックスまたはスカート（ → スカート丈はひざが 

   隠れる長さ ） 

（２）詰襟・セーラー服の場合 

  ・中学校指定の学生服と対のズボン、または中学校指定のセーラー服と対のスカート 

（ → スカート丈はひざが隠れる長さ ） 

 

３ 夏服について 

（１）トップス 

  ・「１（１）のブレザーの場合」と同じもの 

  ・中学校指定の夏用セーラー服 

    ※注 トップスの下に着るものは、無地で華美でない肌着（ → ワンポイントが 

あってもよい ） 

裏面に続きます 

 



（２）ボトムス 

  ・「２（１）ブレザーの場合、（２）詰襟・セーラー服の場合」と同じもの 

    

４ 学校生活における体操服の着用について 

 本校では、生徒個々の判断で、体操服で生活することを認めています。 

※注 体操服登校期間の式日（始業式・終業式）も、体操服を着用することができ 

ます。 

 

５ 夏服と冬服の移行期間と体操服登校について 

  本校では、冬服と夏服の移行期間と体操服登校期間を、以下のように設けています。 

 ただし、開始時期と期間は、その時の気候によって異なります。詳細は「生徒指導だよ 

り」でお知らせします。 

 

 

 

 

６ その他 

（１）令和５年２月６日（月）に予定しております入学説明会でも、制服についてご説明 

いたします。 

（２）制服に関してご不明な点等ありましたら、本校教頭までお問い合わせください。 
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